
 

 

 

同 意 書 
 
 
                                     年   月   日 

  （あて先） 

       滋賀県教育委員会  あて 

 
                                            〒     ―      
 
                                     住 所  
                                                                                         
 
                        高校生等   氏  名   
                                                                                      
 
                                     ＴＥＬ             －     －                  
 
 
 
 

 

が滋賀県国公立高等学校等奨学のための給付金実施要綱に基づく給付金

の申請を行うことにあたり、下記アからエの事項に同意します。 

 
 

(ア) 滋賀県教育委員会が、給付金の認定および支給に必要な範囲で、高校生等にかかる高等

学校等就学支援金、学び直し支援金、専攻科支援金または授業料の減免の（認定）申請

書類および届出書類の個人情報を利用し、または当該個人情報の提供を受けること。 

(イ)滋賀県教育委員会が、給付金の認定および支給に必要な範囲で、高校生等の在学する高

等学校等のもつ高校生等にかかる個人情報を利用し、または当該個人情報の提供を受け

ること。 

(ウ)滋賀県教育委員会が、給付金の認定および支給に必要な範囲で、世帯の高校生等の給付

金の申請および支給の状況を確認すること。 

(エ) 滋賀県教育委員会が、給付金の認定および支給に必要な範囲で、児童福祉法による児童

入所施設措置費等国庫負担金の措置状況および生活保護法による生業扶助の受給状況を

関係機関に確認すること。 


